
令和６年度

「みほ文化講座」「美浦ゼミ」講師募集

中央公民館では、令和６年度後期に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集し
ます。原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。

■申込･問合せ　生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１

みほ文化講座
自分の知識や特徴を生かし、他の人にも伝え
たい方が講師となり開設する講座で、役場生
涯学習課が企画し、支援するものです。
◇回数　１０回以内
◇謝金　１開催日につき７，０００円

美 浦 ゼ ミ
村民が自ら企画提案し、講師となり実施する
学習会です。
◇回数　５回程度
※同一年度内で１講師１企画までとします。
◇謝金　１開催日につき３，０００円
※ただし、講師が無償で美浦ゼミを行う場
合は、この限りでない。

後 期
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《写真》
縄文土器づくりに夢中！
（５／３　文化財センター「縄文体験の日」にて）

《写真》
縄文土器づくりに夢中！
（５／３　文化財センター「縄文体験の日」にて）

■テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が以下の項目に
該当するものは除きます。

　①　特定の政党や宗教の宣伝目的
　②　特定の企業や団体の宣伝または営利目的
　③　①②以外で村教育委員会が不適当と認めるもの

■期間
　令和６年１０月～令和７年３月末日
■会場　　　　
　美浦村中央公民館、木原多目的集会施設、安中多目的研修集会施設（各部屋）
■募集締切
　６月１４日（金）
※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募いただいた内容等を協議検討し、開設講座を選定し、７月中旬にご連絡いたします。



■総務課・広報係
　☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５
■総務課・広報係
　☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

長・副区長会議および区長会総会開催長・副区長会議および区長会総会開催長・副区長会議および区長会総会開催区 住民と行政をつなぐパイプ役

　４月１３日、中央公民館で令和６年度区長・副区長会議が開催され、
各地区の区長さん・副区長さんに任命書が交付されました。また、
会議に引き続き区長会総会が開催され、令和６年度の役員さんが選
ばれました。
　地区の代表である区長さんは、地域と行政が一体となった活力あ
る住みよい村づくりに向けて、住民と行政をつなぐパイプ役として
ご活躍くださいます。４８名の区長さん、５２名の副区長さん一年間よ
ろしくお願いします。
◎令和６年度　区長会役員（敬称略）
　会　長　松浦　幸信（花見塚）
　副会長　松本　優　（山内）
　　　　　船串　邦男（余郷）
　　　　　宇津木秀光（大須賀津）

◎令和６年度　区長会役員（敬称略）
　会　長　松浦　幸信（花見塚）
　副会長　松本　優　（山内）
　　　　　船串　邦男（余郷）
　　　　　宇津木秀光（大須賀津）

文体験の日開催文体験の日開催文体験の日開催縄 みんなが楽しめる体験イベント

　５月３日と４日の２日間、陸平貝塚公園において
体験イベント「縄文体験の日」が開催されました。
　縄文土器、土笛、まが玉、縄文クッキー、どんぐ
りを使った工作、花炭づくり、火おこしなど、子ど
もから大人まで誰もが気軽に楽しめる体験メニュー
に加え、陸平貝塚見学ツアーも実施され、多くの参
加者で大変賑わいました。
　訪れた方々はゴールデンウィークの楽しい一日を
満喫したようでした。

小峯健治さんが瑞宝小綬章受章小峯健治さんが瑞宝小綬章受章小峯健治さんが瑞宝小綬章受章祝 教育功績に対する国家の表彰

　４月２９日に発令された春の叙勲で、小峯健治さんが瑞宝小綬章を
受章され、５月１３日、ホテルニューオータニ東京（東京都千代田
区）において伝達されました。
　小峯さんは、東京都教育庁の指導主事や都立高校の教頭・校長等
を歴任され、教育に対する功績が認められての受章となりました。
　小峯さんは、子どもたちの健やかな成長のためには基本的な生活
習慣が大切であり、生活リズムの向上を図るため「早寝早起き朝ご
はん」運動を推進されてきました。また、平成２６年から９年にわた
り村教育委員会委員として、村の教育振興にご尽力いただきました。
このたびの受章おめでとうございました。

松浦幸信会長松浦幸信会長松浦幸信会長

区長・副区長任命書交付の様子区長・副区長任命書交付の様子区長・副区長任命書交付の様子

☎０２９－８８５－００１０

設置義務です！設置義務です！設置義務です！
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むらの話題



　「美浦の米うまっ！」「メインのおかずではな
いけど、お昼ご飯に食べた白米がメイン並みに
美味しかったので、お土産サイズでほしい」「冷
めてても水分が多くてパサパサしてない」県外
から来た友人達に美浦村の白米を食べてもらう
と、みんな口を揃えて言い、美浦のお米の美味
しさに感動していました。私も美浦に来て白米
のおいしさと炊き立て時の輝きに驚きました。
　ですが、なんでこんなに美味しいの？と聞か
れても、私自身これまでしっかり答えることが
できずにいたので、今回色んな人に教えてもら
いました。

　多く出た回答が「砂が混じってるからうまい
んだ〜」という声です。
　砂といえば、やはり霞ケ浦が関係するのです
かね。地域によって土壌特性は異なるかと思い
ますが、土壌に砂が混じることで排水性や通気
性を良くしたり、病害虫抑制や温度管理などに
影響を及ぼします。それが美味しい米が生産さ
れる理由の一つかもしれませんが、その砂の含
有率が自然と丁度良いのでしょうか。

　いずれにせよ「うちの米が一番美味しい！」
と皆さんから教えていただきました。美浦の米
が美味しい一番の理由は、生産者さんが真心込
めて作っているからですね！！
　ちなみに、「美浦の米はどこも美味しいけど、
特に美味しいと言われている地域もあって、そ
れが地域の名前と結びついているのかもしれな
い。」という話もありました。米の食べ比べや地
域の名前の由来を知るのも面白いな、と思った
発見です。

「美浦の米うまっ！」「メインのおかずではな
いけど、お昼ご飯に食べた白米がメイン並みに
美味しかったので、お土産サイズでほしい」「冷
めてても水分が多くてパサパサしてない」県外
から来た友人達に美浦村の白米を食べてもらう
と、みんな口を揃えて言い、美浦のお米の美味
しさに感動していました。私も美浦に来て白米
のおいしさと炊き立て時の輝きに驚きました。
　ですが、なんでこんなに美味しいの？と聞か
れても、私自身これまでしっかり答えることが
できずにいたので、今回色んな人に教えてもら
いました。

　多く出た回答が「砂が混じってるからうまい
んだ〜」という声です。
　砂といえば、やはり霞ケ浦が関係するのです
かね。地域によって土壌特性は異なるかと思い
ますが、土壌に砂が混じることで排水性や通気
性を良くしたり、病害虫抑制や温度管理などに
影響を及ぼします。それが美味しい米が生産さ
れる理由の一つかもしれませんが、その砂の含
有率が自然と丁度良いのでしょうか。

　いずれにせよ「うちの米が一番美味しい！」
と皆さんから教えていただきました。美浦の米
が美味しい一番の理由は、生産者さんが真心込
めて作っているからですね！！
　ちなみに、「美浦の米はどこも美味しいけど、
特に美味しいと言われている地域もあって、そ
れが地域の名前と結びついているのかもしれな
い。」という話もありました。米の食べ比べや地
域の名前の由来を知るのも面白いな、と思った
発見です。

美浦のいま「お米」美浦のいま「お米」美浦のいま「お米」

地域おこし協力隊通信 Vol.２地域おこし協力隊通信 地域おこし協力隊通信 Vol.２地域おこし協力隊通信 Vol.２

美浦知る・発見として、地域おこし協力隊目線で美浦村のことや活動のことを発信していきます美浦知る・発見として、地域おこし協力隊目線で美浦村のことや活動のことを発信していきます

美浦村地域おこし協力隊
松本 麻衣子 の

すすすすすすすすすすす

■問合せ・申請先　総務課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４・２０５■問合せ・申請先　総務課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４・２０５

▲

申請方法　
　必要書類を揃えて、申請期間内に役場総務課にご提出してください。
　※詳細については個別に説明しますので、村ホームページをご覧いただくか、役場総務課にお問合わせください。

▲

申請方法
　必要書類を揃えて、申請期間内に役場総務課にご提出してください。
　※詳細については個別に説明しますので、村ホームページをご覧いただくか、役場総務課にお問合わせください。

◎助成上限額は？
・夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の場合は上限６０万円
・上記以外の場合は上限３０万円

◎助成上限額は？
・夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の場合は上限６０万円
・上記以外の場合は上限３０万円

◎主な要件は？
・令和６年１月１日から令和７年３月３１日までの間
　に、婚姻届を提出し受理されている
・美浦村に居住又は、転入・転居の届出をしている
・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下である
・夫婦の所得額の合計が５００万円未満である
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から返済
　額控除できます。

◎主な要件は？
・令和６年１月１日から令和７年３月３１日までの間
　に、婚姻届を提出し受理されている
・美浦村に居住又は、転入・転居の届出をしている
・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下である
・夫婦の所得額の合計が５００万円未満である
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から返済
　額控除できます。

◎対象経費となる経費は？
・新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
・新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用
（賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料）
※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている
　場合は、当該手当分を除きます。
・婚姻に伴う引越しに要した費用　
・

◎対象経費となる経費は？
・新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
・新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用
（賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料）
※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている
　場合は、当該手当分を除きます。
・婚姻に伴う引越しに要した費用　
・リフォーム費用

▼美浦村ＨＰ

令和６年度美浦村結婚新生活支援事業令和６年度美浦村結婚新生活支援事業令和６年度美浦村結婚新生活支援事業令和６年度美浦村結婚新生活支援事業
新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引っ越し費用の一部を補助します新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引っ越し費用の一部を補助します新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引っ越し費用の一部を補助します

→田植え直後の霞ケ浦
沿いの夕陽が映る田園
風景

→田植え直後の霞ケ浦
沿いの夕陽が映る田園
風景

→田植え直後の霞ケ浦
沿いの夕陽が映る田園
風景

←田植えの手伝いで
少しだけ植えさせても
らいました

←田植えの手伝いで
少しだけ植えさせても
らいました

←田植えの手伝いで
少しだけ植えさせても
らいました

用用

全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年６月１日を「人権
擁護委員の日」と定め、人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間人で、地域の皆さんからの
人権相談を受け、解決のお手伝いをしたり、人権侵犯の被害者を救済したり、地域住民の皆さんに
人権について関心を持ってもらえるような様々な啓発活動を行っています。
現在、約１万４，０００名の人権擁護委員が全国の各市町村に配置されています。

開設日／相談時間
①②③…平日
午前８時３０分から
午後５時１５分まで
④…２４時間
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■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診
骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう

令和6年度の婦人科検診

集団検診実施日

◎受付時間について
・受付時間は、検診待ち時間短縮のため、抽選後割り振りをさせていただきます。
・子宮頸がん検診を希望しない方は午前、乳がん検診と子宮頸がん検診の両方を希望される方は同日　　

　　午後に受診できるよう抽選を行います。
・子宮頸がん検診の開始時間は午後１時３０分からです。

【会場】美浦村保健センター

受　付　時　間
午前９時３０分～１１時２０分午前９時３０分～１１時２０分 午後１時～２時５０分午後１時～２時５０分

骨粗しょう症単独検診

１０月２９日（火）１０月２９日（火）

集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります

１０月3日（木）１０月3日（木）
１０月4日（金）１０月4日（金）
１０月6日（日）１０月6日（日）
１０月7日（月）１０月7日（月）
１０月８日（火）１０月８日（火）
１１月１５日（金）１１月１５日（金）
１１月１７日（日）１１月１７日（日）

１０月２日（水）１０月２日（水）

乳がん・骨粗しょう症乳がん・骨粗しょう症

乳がん乳がん
乳がん乳がん

乳がん乳がん
午前１０時～１０時３０分午前１０時～１０時３０分 午後０時３０分～１時２０分午後０時３０分～１時２０分

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

乳がん・子宮頸がん乳がん・子宮頸がん

乳がん・子宮頸がん乳がん・子宮頸がん
乳がん・子宮頸がん乳がん・子宮頸がん

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

受　付　時　間
婦人科検診

《注意》骨粗しょう症検診も予約が必要です。受診したい方は必ずお申込みください。
※令和６年７月２６日（金）消印有効

乳がん・骨粗しょう症乳がん・骨粗しょう症

骨粗しょう症骨粗しょう症骨粗しょう症骨粗しょう症

乳がんは、日本人女性が罹患するがんで最も多いがんです。子宮頸がんのピークは４０歳代ですが、近年で
は２０～３０歳代に増加傾向があります。骨粗しょう症になると、痛みや骨折による入院等で『生活の質』が
低下していきます。
いずれも、早期発見・早期治療で改善することができます。この機会にぜひ検診を受けましょう。

抽選結果送付時に同封した婦人
科検診票等を持参して受診して
ください。

婦人科検診票（検診日・受付時
間が記載されます）等を郵送し
ます。

郵送で申込みをする郵送で申込みをする郵送で申込みをする郵送で申込みをする 予約日に受診する抽選結果が届く（９月上旬予定）抽選結果が届く（９月上旬予定）抽選結果が届く（９月上旬予定）抽選結果が届く（９月上旬予定） 約日に受診す診約日に受診

６月下旬に、２０歳以上の方へ
「婦人科検診（集団）申込書」を郵
送します。申込書の赤枠部分を
記入し、同封の返信用封筒に入
れて投函してください。
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　内閣府男女共同参画局では、男性と
女性が性別による役割分担意識にとら
われず、職場・学校・地域・家庭など
で、それぞれの個性と能力を十分に発
揮し、あらゆる分野で活躍できる「男
女共同参画社会」の実現を目指し、取
組を行っています。
　皆さんもこの機会に職場や家庭での
男女共同参画社会について考えてみま
せんか。

６月２３日から２９日は
男女共同参画週間です

令和６年度の婦人科検診

※１年齢は令和７年３月３１日時点。
※２マンモグラフィは２年に１回の受診となります。
※３自己負担額が変更（増額）となります。ご了承ください。

子宮頸がん検診

骨粗しょう症検診

乳がん検診

検　診　内　容

子宮頸部細胞診

超音波検査（エコー）
マンモグラフィ（Ｘ線）２方向※２

マンモグラフィ（Ｘ線）１方向※２

かかとの超音波検査

子宮頸部および体部細胞診
（医師の判断で実施）

２０歳以上の女性

２０歳以上の女性

３０～５６歳女性
４０～４９歳女性
５０歳以上の女性

対象者※１

実施なし

１，４００円※３

８００円

９００円※３

９００円※３

５００円
（４０歳無料）

集団

実施なし

１，８００円
１，３００円

１，３００円

１，６００円

２，１００円

個別
自己負担額

検診内容・対象者・自己負担額検診内容・対象者・自己負担額

下記対象者へ、無料で検診を受けることができるクーポン券を 5月中旬頃に送付しています。
集団検診・個別検診どちらでもご利用になれます。ぜひご活用ください。

平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれ平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれ
昭和５８年４月２日～昭和５９年４月１日生まれ昭和５８年４月２日～昭和５９年４月１日生まれ

子宮頸がん検診
乳がん検診（マンモグラフィ２方向）

クーポン券種類 対象者生年月日

①受診前に保健センターで、受診券の申請をしてください。
（受診券発行・受診期間：令和７年３月３１日まで）
②その後、指定医療機関にて予約をお取りください。
③検診当日、自己負担金を医療機関にお支払いください。
※指定医療機関については、村ホームページをご覧ください。
　受診券交付の際にも一覧表をお渡しします。

個別検診の申込方法

個別検診・・・指定医療機関で、都合の良い日に受診することができます個別検診・・・指定医療機関で、都合の良い日に受診することができます

◀村ホームページ
　子宮頸がん・乳がん検診
 （医療機関検診）

・自覚症状がある場合は、検診を待たずに医療機関での診察を受けてください。
・検診の結果「要精密検査」と判定された場合、必ず精密検査を受けてください。
・集団検診を希望され、検診会場まで交通手段のない方は、村のデマンド乗合いタクシー（平日のみ運
行）を無料で利用することができます。初めてデマンド乗合いタクシーを利用する方は、事前に会員
登録（有料）が必要です。

　会員登録申込・問合せ：役場福祉介護課　☎０２９－８８５－０３４０
　デマンド乗合いタクシー予約：予約受付センター　☎０２９－８９１－５４５４
・お子さまの託児を希望される方は、ファミリーサポートセンターをご利用ください。（有料）
　ファミリーサポートセンターに関する問合せ：美浦村子育て支援センター　☎０２９－８８５－６５１１

・自覚症状がある場合は、検診を待たずに医療機関での診察を受けてください。
・検診の結果「要精密検査」と判定された場合、必ず精密検査を受けてください。
・集団検診を希望され、検診会場まで交通手段のない方は、村のデマンド乗合いタクシー（平日のみ運
行）を無料で利用することができます。初めてデマンド乗合いタクシーを利用する方は、事前に会員
登録（有料）が必要です。
会員登録申込・問合せ：役場福祉介護課　☎０２９－８８５－０３４０
デマンド乗合いタクシー予約：予約受付センター　☎０２９－８９１－５４５４

・お子さまの託児を希望される方は、ファミリーサポートセンターをご利用ください。（有料）
ファミリーサポートセンターに関する問合せ：美浦村子育て支援センター　☎０２９－８８５－６５１１

受診に際しての注意

クーポン券対象の方は、ぜひご利用ください
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▷対象者の方には、１か月前に
　通知を郵送いたします。
▷対象者の方には、１か月前に
　通知を郵送いたします。

７月２２日（月）７月２２日（月）

７月２９日（月）７月２９日（月）４か月児健診

３歳児健診７月の
乳幼児健診

２４時間　救急電話相談☎２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９
子ども ♯８０００
おとな ♯７１１９迷ったら！

６
月

７日
（日） し ん ク リ ニ ッ ク ☎０２９‐８８８‐８１８８

１４日
（日） 坂本耳鼻咽喉科医院 ☎０２９‐８９２‐２６２７

１５日
（祝） 佐 倉 ク リ ニ ッ ク ☎０２９‐８９２‐７０１１

２３日
（日） かたやま耳鼻咽喉科 ☎０２９‐８８７‐３３４９

３０日
（日） さ か え 医 院  ☎０２９‐８８８‐２６６２

２９日
（祝） 阿見ぎぼクリニック ☎０２９‐８８８‐８８００

休 日 当 番 医 診療時間：午前９時～午後４時
※都合により当番医を変更することがあります。

７
月

ＢＭＩ＝体重（Ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

生活習慣病の予防や改善のため、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践しま
しょう。摂取する栄養素等の偏り、朝食欠食等の食習慣の乱れは、肥満ややせ・低栄養等、生活習慣
病につながる課題となっています。

１８～４９歳の目標とするＢＭＩの範囲は、１８．５～２４．９（ｋｇ／ｍ２）※です。生活習慣病の予防のために、
この範囲内に維持することが望ましいです。自分のＢＭＩを定期的にチェックしましょう。

▼　自分の体型チェックに便利！　▼
体格指数（ＢＭＩ：Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ）
▼　自分の体型チェックに便利！　▼
体格指数（ＢＭＩ：Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ）

適切なエネルギー摂取量は？

自分のエネルギー摂取量が適切かどうかは、体重の変
化を見れば分かります。体重の増減は、エネルギーの
摂取量と消費量のバランスの目安です。

適正体重や減塩、
気にしていますか？
適正体重や減塩、適正体重や減塩、
気にしていますか？気にしていますか？
適正体重や減塩、
気にしていますか？

食塩をとり過ぎると、血圧が上がって循環器疾患のリ
スクが高まったり、胃がんのリスクが上昇したりしま
す。だしを使ったり、低塩の調味料を使用したり、風
味づけに香味野菜を使うなど、できるところから減塩
に取り組んで、徐々にうす味に慣れていきましょう。

６月は食育月間です６月は食育月間です
毎日の食事を見直す良い機会です。
食事の影響を受ける生活習慣病と合わ
せて見直しましょう。

■問合せ　健康増進課　☎０２９－８８５－１８８９■問合せ　健康増進課　☎０２９－８８５－１８８９

食塩は控えめにしましょう

体重減体重減

消費量
摂取量

体重増体重増

消費量
摂取量

詳しくは、スマート・ライフ・プロジェクト（厚生労働省ＨＰ）
https://www.smartlife.mhlw.go.jp/
詳しくは、スマート・ライフ・プロジェクト（厚生労働省ＨＰ）
https://www.smartlife.mhlw.go.jp/
詳しくは、スマート・ライフ・プロジェクト（厚生労働省ＨＰ）
https://www.smartlife.mhlw.go.jp/

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）」より

ワ
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お知らせ
公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。

「
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」を

活
用
し
て
、
各
家
庭
に
あ
っ
た

避
難
計
画
を
た
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新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加すると、ちょっとしたプレゼン
トがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

蔵書点検による休室のお知らせ

■休室期間　６月２５日（火）～７月２日（火）
・返却ポストは休室期間中もご利用できます。
・ＤＶＤ、雑誌、紙芝居、大型絵本については、
　７月３日（水）以降に図書室カウンターにご返却
　ください。返却ポストによる返却はできません。

蔵書点検の期間中は図書室・閲覧室の利用ができ
ません。皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

※開始日時までの待機中は整列にご協力ください。
また、開始時間以前のご来館はお控えください。

・配布本がなくなり次第一時終了いたします（配
　布は期間外も実施しております）。
・お一人様何冊でもお持ち帰りいただけます。
・お持ち帰りいただいた本は返却できません。ご
　自宅でお楽しみください。

資源の有効活用を図ることを目的として、古くな
り利用されなくなった本を皆さまに無償でお譲り
します。

本のリサイクルを行います

■日時　６月２５日（火）午前１０時から
■会場　中央公民館　図書室前廊下

　

特別貸出を実施しています
■日時　６月２３日（日）まで
■借りられる数
・本・雑誌・紙芝居　無制限
・ビデオ　５点　・ＤＶＤ　１点

■返却期限日：貸出日から３週間後
　※相互貸借で借りた資料については、貸出日から
　　２週間後となります。ご了承ください。

延長

延長

お話し会

休

休

休

休

休 休

休

休

７月

図書室カレンダー

休

休休

休

休

休休

延長 お話し会

６月

休休休

美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納税していただいている大多数の皆さま」との公平性を保つため、
滞納処分を厳正に執行しています。皆さまが納めている税金は、福祉や教育等の貴重な財源となりますの
で、納期限内の納税にご協力をお願いします。

税金は、定められた納期限までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくもので、これが税本来の姿で
す。納税者が納期限までに納税しないことにより、督促状を送達したにも関わらず、完納されないことを

「滞納」といいます。滞納した場合は、延滞金を課され、さらに村は滞納者に帰属する財産を差押え、換価
（取立）し、その代金を滞納している村税等に配当する一連の処分である強制換価手続（滞納処分）を行う
ことになります。
国や地方公共団体には、その財政基盤を確保するため、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機
関を通じることなく、自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。

◎滞納処分について◎滞納処分について

納税が困難になったとき、そのまま放置しておくと延滞金がついてしまうばかりでなく、差押えなどの滞
納処分を受けることがあります。納期限内に納税ができなくなった時や、一度に納付することが難しい時
は、お早めにご相談ください。
※課税の内容については、納税通知書に記載されている課税担当課にお問い合わせください。

督促発布督促発布

財産調査財産調査

財産差押え財産差押え

換　価換　価

配　当配　当

滞納処分の手続の流れ滞納処分の手続の流れ

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

地方税法第３２９条、第３７１条、第４６３条の２５ 他　

地方税法第２９８条、国税徴収法第１４１条、
第１４２条　他

地方税法第３３１条、第３７３条、第４６３条の２７他

国税徴収法第６７条、第９４条、第１０９条　他

国税徴収法第１２９条

納税相談はお早めに！

◎延滞金…次の割合で加算されます。
・納期限の翌日から１か月間は延滞金

特例基準割合に年１％を加算した割
合《令和６年は年２．４％》

・納期限の翌日から１か月を経過した
後は、延滞金特例基準割合に年７．３

　％を加算した割合
　《令和６年は年８．７％》

《不動産公売》公告件数２件
売却件数１件
換価金額１００，０００円

《債権差押え》件数３１５件
差押金額３３，２４７，７０７円
取立金額２２，１６３，８１２円

※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、
　　　　売掛金、年金、所得税還付金等

《不動産差押え》９件
《不動産参加差押え》０件
《競売事件等に対する交付要求》 ２９件

《不動産公売》公告件数２件
売却件数１件
換価金額１００，０００円

《債権差押え》件数３１５件
差押金額３３，２４７，７０７円
取立金額２２，１６３，８１２円

※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、
　　　　売掛金、年金、所得税還付金等

《不動産差押え》９件
《不動産参加差押え》０件
《競売事件等に対する交付要求》 ２９件

令和５年度滞納処分実績

収
理
納

管■問合せ　収納課☎０２９－８８５－０３４０■問合せ　収納課☎０２９－８８５－０３４０

～納税の公平性を保つために～
財産の差押えを実施しています

～納税の公平性を保つために～
財産の差押えを実施しています
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経済的な理由等で国民年金保険料（令和６年度の保険料は月額１６，９８０円）を納めることが困難な場合には、
申請により保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
※任意加入されている方は、制度を利用することができません。
※免除・猶予とも所得制限があり、所得が一定額以下でなければ承認されません。ただし、離職者の方は
　申請の際に雇用保険被保険者離職票等のコピーを提出することで、承認される場合があります。

国
金
保

年■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

５０歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。承認さ
れた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には加算されますが、年金受給額には反映されません。

納付猶予制度納付猶予制度

保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間のある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金受
給額が低額となります。しかし、１０年以内に後から納付することで、年金受給額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

追納制度追納制度

※一部納付制度の承認期間中に保険料
を納付しなかった場合は、その未納額
および免除額は通常未納した場合と同
じ取扱いとなります。

０円

免除の割合

2 分の１免除

１２，４４０円

８，３００円

4分の１免除

納付する額

本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合、所得に応じ保険料の全額、または一部（３段階に分
かれます）が免除されます。

免除の割合

全額免除

４，２５０円

０円

１２，７４０円

８，４９０円

4分の 3免除 4分の１免除

半額免除

納付する額 免除の割合 納付する額

▼免除の割合と納付する額（令和６年度／月額１６，９８０円の場合）

全額免除制度・一部納付（一部免除）制度全額免除制度・一部納付（一部免除）制度

給額 低額 り す 年以内 後 納付す 年金受給額 増
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～

新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します
重度心身障がい者・父子家庭の父子・母子家庭の母子としてマル福制度の対象となっている方の受給
者証は、原則毎年６月末日で更新となります。新しい受給者証を６月下旬に郵送しますので、現在ご
使用の受給者証は、有効期限経過後に各自で責任をもって処分してください。
ただし、下記に該当する方については更新の手続きが必要になります。更新手続きのご案内を６月中
旬に送付しますので、記載内容をご確認のうえ、役場国保年金課までお越しください。

▲

令和６年１月１日時点で、美浦村に本人もしくは扶養義務者の住民登録がない方
市区町村が発行する証明書で令和５年分の所得額・控除額内訳・扶養控除人数の記載
があるもの（令和６年度の所得等証明書、課税証明書等）をご準備ください。▲

本人もしくは扶養義務者の令和５年中の所得の申告がお済みでない方
※この他、必要に応じて窓口にお越しいただく場合があります。

窓口で更新手続きが必要な方は？窓口で更新手続きが必要な方は？

休

休

休

休 休

子育てひろばのご案内子育てひろばのご案内

休

休

休

休

休

紫外線対策していますか？紫外線対策していますか？
紫外線は春先から増え、6月から 8月頃に最も強くなります。薄くてデリケートな
子どもの皮膚は日焼けなど悪影響を受けやすいので、強い日差しを長時間浴びない
ように対策をしましょう。

～日常生活に取り入れやすい紫外線対策～
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■問合せ　子育て支援課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１・２３２

児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ
◎児童手当を受給中の方へ◎児童手当を受給中の方へ

◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ
・所得上限限度額を超えたため、現在児童手当等を受給していない方でも、令和６年度（５年分）の所得

が所得上限限度額を下回った方は、改めて認定請求書を提出することで、受給できる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。

・現況届の提出は原則不要です。
　ただし、一部の方については提出が必要となり、対象となる方へは通知を送付します。提出がない場

合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・以下の①～⑥に該当するときは、子育て支援課へ届出が必要です。

■問合せ　自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所（龍ケ崎市寺後３６２９－５）☎０２９７－６４－３３５１

①児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき（他の市区町村や海外への転出を含む）
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を
　養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき（公務員になったときを含む）
⑥国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から
　「父母指定者」の指定を受けるとき

自衛官等募集案内自衛官等募集案内自衛官等募集案内

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
※３…期間中の指定された１日。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
※３…期間中の指定された１日。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「くらしの危険」より引用・抜粋～

【ひとこと助言】
・ＩＤやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。
・記載されているＵＲＬにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリか

らアクセスするようにしましょう。

スマートフォンに「ＥＴＣカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るように
なった。所有しているクレジットカード会社発行のＥＴＣカードの手続きが必要な
のかと思い、ＵＲＬを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号
等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、１万２
千円が使用されていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

【消費者へのアドバイス】
・購入の際は、型式認定のＴＳマークやＢＡＡ マークを目安にしましょう。
・購入前に「型式認定」を取得しているか調べましょう。
・購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、スロットル付きから電動アシスト自転

車に仕様変更できることをうたった商品に注意しましょう。

インターネット通信販売サイトでは、道路交通法の基準に適合しない電動アシスト
自転車が、自転車として道路を通行できるかのように販売されていることがありま
す。
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれるものは、人の力に対する補助力として電
動モーターによる力が加わるものです。スロットルが取り付けられているなど、人
の力ではなく、電動機により走行できる車両は、道路交通法の基準に適合しないた
め、自転車として道路を通行することはできません。

暮らしサポート

　村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関す る相談は

い や や

司法書士による無料相談

航空学生航空学生

防衛大学校
学生（一般）
防衛大学校
学生（一般）

一般曹候補生一般曹候補生

自衛官候補生自衛官候補生

募集種目 受験資格

【空】１８歳以上２４歳未満の方（※１）【空】１８歳以上２４歳未満の方（※１）

【海】１８歳以上２３歳未満の方（※１）【海】１８歳以上２３歳未満の方（※１）

１８歳以上２１歳未満の方
（自衛官は２３歳未満）（※１）
１８歳以上２１歳未満の方

（自衛官は２３歳未満）（※１）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）１８歳以上３３歳未満の方（※２）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）１８歳以上３３歳未満の方（※２）

受付期間

７月１日（月）
～９月５日（木）
７月１日（月）
～９月５日（木）

７月１日（月）
～９月３日（火）
７月１日（月）
～９月３日（火）

通年通年

７月１日（月）
～１０月１７日（木）
７月１日（月）
～１０月１７日（木）

試験期日

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）（※３）
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）（※３）
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

１次：９月１４日（土）～２２日（日）（※３）
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）（※３） 
１次：９月１４日（土）～２２日（日）（※３）
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）（※３） 

受付時にお知らせします受付時にお知らせします

１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）（※３）
１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）（※３）
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ほ

文

芸
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調
俚
謡　
日
和
吟
社　
字
結
び
「
さ
・
く
・
ら
・
〇
」　　　　　　　　　　　
（
五
十
音
順
）

正
調
俚
謡
日
和
吟
社
字
結
び
「
さ
・
く
・
ら
・
〇
」　　　　　　　　　　　
（
五
十
音
順
）

咲
け
ば
夜
桜
暮
れ
ゆ
く
河
川
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
浮
か
ぶ
白　
　
　

石
戸
葎
華

冴
え
た
頭
で
苦
労
も
せ
ず
に
楽
に
出
来
た
よ
こ
の
折
句　
　
　
　

伊
藤
葉
子

去
っ
た
分
だ
け
来
る
者
あ
り
て
楽
に
な
る
か
な
仕
事
量　
　
　
　

井
戸
賀
龢
道

さ
し
つ
さ
さ
れ
つ
く
す
ぐ
る
宴
ラ
イ
ト
眩
し
い
春
の
月　
　
　
　

上
野
八
千
代

咲
い
た
花
々
悔
や
し
か
ろ
う
に
落
花
ふ
ぶ
き
の
春
嵐　
　
　

   　

小
薗
江
久
美

咲
い
て
う
れ
し
い
草
藤
す
み
れ
ラ
ッ
パ
水
仙
春
う
ら
ら　
　
　
　

門
脇
悠
美

さ
ら
り
お
大
正
琴
を
苦
労
も
せ
ず
に
楽
に
弾
け
て
る
夢
を
み
た　

木
村
幸
子

さ
ん
ざ
待
た
さ
れ
苦
労
の
続
き
拉
致
の
家
族
に
遠
い
春　
　
　
　

篠
原
美
千
代

咲
い
た
桜
を
暮
れ
な
い
う
ち
に
爛
漫
愛
で
る
花
便
り　
　
　
　
　

関
根
秀
子

咲
い
た
咲
い
た
よ
九
段
の
桜
ラ
イ
ン
仲
間
の
写
メ
届
く　
　
　
　

高
橋
一
歩

酒
の
肴
に
く
さ
や
の
干
物
落
語
親
父
の
十
八
番
だ
よ　
　
　
　
　

田
島
草
実

傘
寿
祝
っ
て
酌
み
合
う
酒
で
来
世
誓
っ
て
晴
れ
や
か
に　
　
　
　

塚
本
夏
雲

咲
い
た
桜
を
暮
れ
れ
ば
酒
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
仰
ぎ
見
る　
　
　

沼
嵜
朋
香

咲
か
ず
終
っ
た
く
や
し
さ
試
練
楽
に
合
格
目
指
す
次　
　
　
　
　

長
谷
川
悦
子

咲
い
た
咲
か
せ
た
苦
労
に
感
謝
ラ
ッ
パ
水
仙
里
の
山　
　
　
　
　

増
尾
青
蓮

さ
ら
に
深
め
る
苦
心
の
知
恵
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
無
駄
が
な
い　

山
岡
亜
子

支
え
あ
り
ゃ
こ
そ
苦
労
も
越
え
た
来
世
お
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と
も
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一
度　
　
　

山
崎
笑
子

坂
が
苦
し
い
く
ね
っ
た
道
も
ラ
ス
ト
も
す
こ
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つ
く
ば
山　
　
　

山
﨑
泰
弘

竹
林
に
春
の
風
あ
り
わ
れ
か
ぐ
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
恵
美
子

八
十
路
に
て
喰
ら
う
名
残
の
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
紀
行

縄
文
の
土
器
で
ス
ー
プ
を
食
べ
る
春　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
道
民
子

大
き
な
穂
放
つ
光
や
し
ゅ
ろ
の
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
柳
幸
子

古
民
家
の
庭
園
に
降
る
桜
蕊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
島
早
苗

夕
立
や
抜
き
し
庭
草
首
も
た
げ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
輝
子

終
活
や
セ
ピ
ア
写
真
に
初
夏
の
風　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
田
敏
笑

さ
り
げ
な
く
世
代
交
替
春
落
葉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
尾
尚
子

薫
風
を
口
い
っ
ぱ
い
に
鯉
の
ぼ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
葉
統
子

青
空
を
水
面
に
映
し
早
苗
揺
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
崎
典
子

結
果
出
る
病
院
の
庭
の
花
つ
つ
じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
美
代
子

咲
け
ば
夜
桜
暮
れ
ゆ
く
河
川
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
浮
か
ぶ
白　
　
　

石
戸
葎
華

冴
え
た
頭
で
苦
労
も
せ
ず
に
楽
に
出
来
た
よ
こ
の
折
句　
　
　
　

伊
藤
葉
子

去
っ
た
分
だ
け
来
る
者
あ
り
て
楽
に
な
る
か
な
仕
事
量　
　
　
　

井
戸
賀
龢
道

さ
し
つ
さ
さ
れ
つ
く
す
ぐ
る
宴
ラ
イ
ト
眩
し
い
春
の
月　
　
　
　

上
野
八
千
代

咲
い
た
花
々
悔
や
し
か
ろ
う
に
落
花
ふ
ぶ
き
の
春
嵐　
　
　

   　

小
薗
江
久
美

咲
い
て
う
れ
し
い
草
藤
す
み
れ
ラ
ッ
パ
水
仙
春
う
ら
ら　
　
　
　

門
脇
悠
美

さ
ら
り
お
大
正
琴
を
苦
労
も
せ
ず
に
楽
に
弾
け
て
る
夢
を
み
た　

木
村
幸
子

さ
ん
ざ
待
た
さ
れ
苦
労
の
続
き
拉
致
の
家
族
に
遠
い
春　
　
　
　

篠
原
美
千
代

咲
い
た
桜
を
暮
れ
な
い
う
ち
に
爛
漫
愛
で
る
花
便
り　
　
　
　
　

関
根
秀
子

咲
い
た
咲
い
た
よ
九
段
の
桜
ラ
イ
ン
仲
間
の
写
メ
届
く　
　
　
　

高
橋
一
歩

酒
の
肴
に
く
さ
や
の
干
物
落
語
親
父
の
十
八
番
だ
よ　
　
　
　
　

田
島
草
実

傘
寿
祝
っ
て
酌
み
合
う
酒
で
来
世
誓
っ
て
晴
れ
や
か
に　
　
　
　

塚
本
夏
雲

咲
い
た
桜
を
暮
れ
れ
ば
酒
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
仰
ぎ
見
る　
　
　

沼
嵜
朋
香

咲
か
ず
終
っ
た
く
や
し
さ
試
練
楽
に
合
格
目
指
す
次　
　
　
　
　

長
谷
川
悦
子

咲
い
た
咲
か
せ
た
苦
労
に
感
謝
ラ
ッ
パ
水
仙
里
の
山　
　
　
　
　

増
尾
青
蓮

さ
ら
に
深
め
る
苦
心
の
知
恵
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
無
駄
が
な
い　

山
岡
亜
子

支
え
あ
り
ゃ
こ
そ
苦
労
も
越
え
た
来
世
お
前
と
も
う
一
度　
　
　

山
崎
笑
子

坂
が
苦
し
い
く
ね
っ
た
道
も
ラ
ス
ト
も
す
こ
し
つ
く
ば
山　
　
　

山
﨑
泰
弘

竹
林
に
春
の
風
あ
り
わ
れ
か
ぐ
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
恵
美
子

八
十
路
に
て
喰
ら
う
名
残
の
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
紀
行

縄
文
の
土
器
で
ス
ー
プ
を
食
べ
る
春　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
道
民
子

大
き
な
穂
放
つ
光
や
し
ゅ
ろ
の
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
柳
幸
子

古
民
家
の
庭
園
に
降
る
桜
蕊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
島
早
苗

夕
立
や
抜
き
し
庭
草
首
も
た
げ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
輝
子

終
活
や
セ
ピ
ア
写
真
に
初
夏
の
風　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
田
敏
笑

さ
り
げ
な
く
世
代
交
替
春
落
葉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
尾
尚
子

薫
風
を
口
い
っ
ぱ
い
に
鯉
の
ぼ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
葉
統
子

青
空
を
水
面
に
映
し
早
苗
揺
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
崎
典
子

結
果
出
る
病
院
の
庭
の
花
つ
つ
じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
美
代
子

五
月
の
俳
句
（
題
当
季
雑
詠
）

（
五
十
音
順
）

（
五
十
音
順
）

（
五
十
音
順
）

さ
ん
じ
ゅ

ら
ん
ま
ん

く
ん
ぷ
う

い　

い
ん

こ　
　
　

と

し
べ

上記の専用の投函箱脇に、村長へのたより専用の用紙が備え付けてあります。
用紙に必要事項を記入後、のり付けして郵便ポストに投函してください。

村公式ホームページのトップページ下部に「お問い合わせ」がありますので、総務
課宛てに送付してください。
※意見・要望以外の業務に関する問い合わせは、それぞれの担当課宛てに送付し
　てください。

公式ホームページからメールで

専用の投函箱「あなたの声を村政に～村長へのたより」が村の公共施設７か所に
設置されています。用紙に必要事項を記入後、投函してください。
《設置場所》
　役場、中央公民館、地域交流館みほふれ愛プラザ、保健センター、光と風の丘
　公園クラブハウス、文化財センター、老人福祉センター
※手紙を回収するまでにお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

専用の投函箱に

専用の用紙を郵送で

“村長へのたより”の送り方“村長へのたより”の送り方

■問合せ　総務課広報広聴係☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

みなさまの声をお聞かせくださいみなさまの声をお聞かせください
～村長へのたより～～村長へのたより～
村では、地域と行政が一体となって「住みよい街づくり」を進めるため、皆さんが日頃思っている
村政へのご意見やご要望を随時受け付けています。
村では、地域と行政が一体となって「住みよい街づくり」を進めるため、皆さんが日頃思っている
村政へのご意見やご要望を随時受け付けています。

食費居住費（滞在費）

１

２

施設 ショート
ステイ

従来型
個室

ユニット型
個室的多床室

ユニット型
個室

段階

３－①

３－②

所得の状況 預貯金等の
資産の状況 多床室

■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３

～介護保険施設利用時の居住費と食費の自己負担額を軽減～

介護保険負担限度額
認定について

10広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号



正
調
俚
謡　
日
和
吟
社　
字
結
び
「
さ
・
く
・
ら
・
〇
」　　　　　　　　　　　
（
五
十
音
順
）

咲
け
ば
夜
桜
暮
れ
ゆ
く
河
川
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
浮
か
ぶ
白　
　
　

石
戸
葎
華

冴
え
た
頭
で
苦
労
も
せ
ず
に
楽
に
出
来
た
よ
こ
の
折
句　
　
　
　

伊
藤
葉
子

去
っ
た
分
だ
け
来
る
者
あ
り
て
楽
に
な
る
か
な
仕
事
量　
　
　
　

井
戸
賀
龢
道

さ
し
つ
さ
さ
れ
つ
く
す
ぐ
る
宴
ラ
イ
ト
眩
し
い
春
の
月　
　
　
　

上
野
八
千
代

咲
い
た
花
々
悔
や
し
か
ろ
う
に
落
花
ふ
ぶ
き
の
春
嵐　
　
　

   　

小
薗
江
久
美

咲
い
て
う
れ
し
い
草
藤
す
み
れ
ラ
ッ
パ
水
仙
春
う
ら
ら　
　
　
　

門
脇
悠
美

さ
ら
り
お
大
正
琴
を
苦
労
も
せ
ず
に
楽
に
弾
け
て
る
夢
を
み
た　

木
村
幸
子

さ
ん
ざ
待
た
さ
れ
苦
労
の
続
き
拉
致
の
家
族
に
遠
い
春　
　
　
　

篠
原
美
千
代

咲
い
た
桜
を
暮
れ
な
い
う
ち
に
爛
漫
愛
で
る
花
便
り　
　
　
　
　

関
根
秀
子

咲
い
た
咲
い
た
よ
九
段
の
桜
ラ
イ
ン
仲
間
の
写
メ
届
く　
　
　
　

高
橋
一
歩

酒
の
肴
に
く
さ
や
の
干
物
落
語
親
父
の
十
八
番
だ
よ　
　
　
　
　

田
島
草
実

傘
寿
祝
っ
て
酌
み
合
う
酒
で
来
世
誓
っ
て
晴
れ
や
か
に　
　
　
　

塚
本
夏
雲

咲
い
た
桜
を
暮
れ
れ
ば
酒
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
仰
ぎ
見
る　
　
　

沼
嵜
朋
香

咲
か
ず
終
っ
た
く
や
し
さ
試
練
楽
に
合
格
目
指
す
次　
　
　
　
　

長
谷
川
悦
子

咲
い
た
咲
か
せ
た
苦
労
に
感
謝
ラ
ッ
パ
水
仙
里
の
山　
　
　
　
　

増
尾
青
蓮

さ
ら
に
深
め
る
苦
心
の
知
恵
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
無
駄
が
な
い　

山
岡
亜
子

支
え
あ
り
ゃ
こ
そ
苦
労
も
越
え
た
来
世
お
前
と
も
う
一
度　
　
　

山
崎
笑
子

坂
が
苦
し
い
く
ね
っ
た
道
も
ラ
ス
ト
も
す
こ
し
つ
く
ば
山　
　
　

山
﨑
泰
弘

竹
林
に
春
の
風
あ
り
わ
れ
か
ぐ
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
恵
美
子

八
十
路
に
て
喰
ら
う
名
残
の
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
紀
行

縄
文
の
土
器
で
ス
ー
プ
を
食
べ
る
春　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
道
民
子

大
き
な
穂
放
つ
光
や
し
ゅ
ろ
の
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
柳
幸
子

古
民
家
の
庭
園
に
降
る
桜
蕊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
島
早
苗

夕
立
や
抜
き
し
庭
草
首
も
た
げ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
輝
子

終
活
や
セ
ピ
ア
写
真
に
初
夏
の
風　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
田
敏
笑

さ
り
げ
な
く
世
代
交
替
春
落
葉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
尾
尚
子

薫
風
を
口
い
っ
ぱ
い
に
鯉
の
ぼ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
葉
統
子

青
空
を
水
面
に
映
し
早
苗
揺
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
崎
典
子

結
果
出
る
病
院
の
庭
の
花
つ
つ
じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
美
代
子

（
五
十
音
順
）

“村長へのたより”の送り方

みなさまの声をお聞かせください
～村長へのたより～
村では、地域と行政が一体となって「住みよい街づくり」を進めるため、皆さんが日頃思っている
村政へのご意見やご要望を随時受け付けています。

生活保護受給者等

３００円 ３００円

前年の合計所得金額＋
年金収入額が
８０万円以下

３９０円 ６００円

前年の合計所得金額＋
年金収入額が
８０万円超１２０万円以下

６５０円 １，０００円

前年の合計所得金額＋
年金収入額が
１２０万円超

１，３６０円 １，３００円

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者

要件なし

単身１，０００万円以下
夫婦２，０００万円以下

単身　６５０万円以下
夫婦１，６５０万円以下

単身　５５０万円以下
夫婦１，５５０万円以下

単身　５００万円以下
夫婦１，５００万円以下

食費食費居住費（滞在費）居住費（滞在費）

１１

２２

施設施設 ショート
ステイ
ショート
ステイ

４９０円　
（３２０円）

５５０円　
（３８０円）

５５０円　
（４８０円）

１，３７０円　
（８８０円）

１，３１０円　
（８２０円）

１，３７０円　
（８８０円）

８月から

４９０円　
（４２０円）
８月から

８月から

１，３１０円　
（８２０円）
８月から

従来型
個室
従来型
個室

４９０円

５５０円

５５０円

１，３７０円

１，３１０円

１，３７０円

８月から

４９０円

８月から

８月から

１，３１０円

８月から

ユニット型
個室的多床室
ユニット型
個室的多床室

８２０円

８８０円

８８０円

１，３７０円

１，３１０円

１，３７０円

８月から

８２０円

８月から

８月から

１，３１０円

８月から

ユニット型
個室

ユニット型
個室

段階段階

３－①３－①

３－②３－②

所得の状況所得の状況 預貯金等の
資産の状況
預貯金等の
資産の状況

０円

４３０円

４３０円

３７０円

４３０円

３７０円

３７０円

多床室多床室

８月から

８月から

８月から

介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院）に入所した場合や、ショートステイ
（短期入所生活介護・短期入所療養介護）を利用した際の費用として、施設サービス費の自己負担分（１～
３割）の他に、居住費・食費・日常生活費は利用者の自己負担となっています。しかし、低所得等の理由
により自己負担が困難と認められる方には、その方の世帯の所得に応じて自己負担限度額が設けられてお
り、居住費と食費の負担が軽減されます。
認定を受け自己負担限度額の適用を受けるためには申請が必要です。

介
険
護

保■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３

～介護保険施設利用時の居住費と食費の自己負担額を軽減～

介護保険負担限度額
認定について

～介護保険施設利用時の居住費と食費の自己負担額を軽減～

介護保険負担限度額
認定について

自己負担限度額（１日あたり）
令和６年８月から居住費の負担限度額が６０円の引き上げとなります。ただし、利用者負担第１段階の多床
室利用者の負担限度額は変更ありません。

※（ ）内の金額は介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※年金収入額には、課税年金だけではなく、非課税年金（遺族年金・障害年金等）も含みます。
※世帯分離している配偶者の課税状況と資産も判断材料となります。
※第２号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、以下の場合対象となります。
・預貯金等の資産が、単身１，０００万円以下、夫婦２，０００万円以下。

介護保険負担限度額認定証の有効期限は令和６年７月３１日までです。
現在認定を受けている方を対象に、６月下旬に申請書を送付いたします。
引き続き制度を利用するには新たに申請が必要です。お忘れなく早めのお手続きをお願いします。

現在認定を受けている方は、再度申請が必要です
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児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ

◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ

自衛官等募集案内

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
※３…期間中の指定された１日。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

くらしの危険くらしの危険

「自分だけは大丈夫」と「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？思っていませんか？
消費者トラブルは
悩まず早めに相談を！

ＳＭＳやメールでのフィッシング詐欺に注意！見守り
新鮮情報
見守り
新鮮情報

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「くらしの危険」より引用・抜粋～～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「くらしの危険」より引用・抜粋～

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車

【ひとこと助言】
・ＩＤやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。
・記載されているＵＲＬにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリか

らアクセスするようにしましょう。

【ひとこと助言】
・ＩＤやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。
・記載されているＵＲＬにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリか

らアクセスするようにしましょう。

スマートフォンに「ＥＴＣカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るように
なった。所有しているクレジットカード会社発行のＥＴＣカードの手続きが必要な
のかと思い、ＵＲＬを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号
等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、１万２
千円が使用されていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

スマートフォンに「ＥＴＣカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るように
なった。所有しているクレジットカード会社発行のＥＴＣカードの手続きが必要な
のかと思い、ＵＲＬを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号
等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、１万２
千円が使用されていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

【消費者へのアドバイス】
・購入の際は、型式認定のＴＳマークやＢＡＡ マークを目安にしましょう。
・購入前に「型式認定」を取得しているか調べましょう。
・購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、スロットル付きから電動アシスト自転

車に仕様変更できることをうたった商品に注意しましょう。

【消費者へのアドバイス】
・購入の際は、型式認定のＴＳマークやＢＡＡ マークを目安にしましょう。
・購入前に「型式認定」を取得しているか調べましょう。
・購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、スロットル付きから電動アシスト自転

車に仕様変更できることをうたった商品に注意しましょう。

インターネット通信販売サイトでは、道路交通法の基準に適合しない電動アシスト
自転車が、自転車として道路を通行できるかのように販売されていることがありま
す。
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれるものは、人の力に対する補助力として電
動モーターによる力が加わるものです。スロットルが取り付けられているなど、人
の力ではなく、電動機により走行できる車両は、道路交通法の基準に適合しないた
め、自転車として道路を通行することはできません。

インターネット通信販売サイトでは、道路交通法の基準に適合しない電動アシスト
自転車が、自転車として道路を通行できるかのように販売されていることがありま
す。
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれるものは、人の力に対する補助力として電
動モーターによる力が加わるものです。スロットルが取り付けられているなど、人
の力ではなく、電動機により走行できる車両は、道路交通法の基準に適合しないた
め、自転車として道路を通行することはできません。

暮らしサポート暮らしサポート暮らしサポート

消費生活に関する
問合せ・相談は

消費生活センターへ

村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

　村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関する相談は消費生活に関する相談は

い や やい や や

司法書士会より司法書士相談員が派遣
され、登記・相続・消費生活に関する
相談が無料で受けられます。
相談の２日前までにご予約ください。

【開催日時】７月５日（金）
午前９時３０分から１１時３０分まで
【会場・受付】美浦村消費生活センター

司法書士による無料相談司法書士による無料相談

【空】１８歳以上２４歳未満の方（※１）

【海】１８歳以上２３歳未満の方（※１）

１８歳以上２１歳未満の方
（自衛官は２３歳未満）（※１）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）

７月１日（月）
～９月５日（木）

７月１日（月）
～９月３日（火）

通年

７月１日（月）
～１０月１７日（木）

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）（※３）
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

１次：９月１４日（土）～２２日（日）（※３）
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）（※３） 

受付時にお知らせします

１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）（※３）
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■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

納付猶予制度

追納制度

全額免除制度・一部納付（一部免除）制度

～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～

新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します

窓口で更新手続きが必要な方は？

■問合せ
子育て支援センター（みほふれ愛プラザ内）
☎０２９－８８５－６５１１
午前９時３０分～午後６時（水曜・日曜・祝日休業）

■子育て支援センター案内
https://www.vill.miho.lg.jp/
page/page005509.html

子育て情報子育て情報

ご利用の際は、お子様の対象となるひろばをホームページや子育てカレンダーでご確認
ください。状況によって子育てひろばの内容を変更する場合があります。

※７月２２日から夏休みスケジュールとなります。

土日

おも休休

休休

休休

休休 休休

☆子育て支援センターの利用は、２時間までとさせていただきます。
　事前に電話予約をしてお越しください。

おも：おもちゃ図書館
◇対象　未就学児・障がいのある方

第２土曜日　午前１０時～１１時

ぴよ：ぴよぴよサロン
◇対象　２か月～１２か月までのお子さん・妊婦さん
　火曜日　午前１０時～１１時３０分
★月に一度、専門のスタッフによる

「育児相談　 」を行います。

よち：よちよちルーム
◇対象　１歳児（Ｒ４．４．２～Ｒ５．４．１生）

第２・第４金曜日　午前１０時～１１時３０分

エン：エンジョイ子育て
◇対象　２歳児（Ｒ３．４．２～Ｒ４．４．１生）

第１・第３・第５金曜日　午前１０時～１１時３０分

　　：自由遊びの日
◇対象　未就学児

月曜日・木曜日・土曜日

子育てひろばのご案内子育てひろばのご案内子育てひろばのご案内

よみ：読み聞かせ
◇対象　未就学児

第１土曜日　午前１１時～１１時２０分

よみ

月 火 水 木 金

よち

エン

エン

ぴよ

ぴよ

休休

休休

休休

休休

休休

　　

　　

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２８ ２９ 

育

７月の子育てひろば

３０

※７月２２２２日から夏休みスケジュールとなります。

３１ 

ぴよ

紫外線対策していますか紫外線対策していますか紫外線対策していますか？？？？？紫外線対策していますか？紫外線対策していますか？紫外線対策していますか？
紫外線は春先から増え、6 月から 8 月頃に最も強くなります。薄くてデリケートな
子どもの皮膚は日焼けなど悪影響を受けやすいので、強い日差しを長時間浴びない
ように対策をしましょう。

紫外線は春先から増え、6 月から 8 月頃に最も強くなります。薄くてデリケートな
子どもの皮膚は日焼けなど悪影響を受けやすいので、強い日差しを長時間浴びない
ように対策をしましょう。

☆紫外線の強い時間帯（午前１０時から午後２時頃）の外出を避ける。
☆外出時はなるべく日陰を利用し、つばの広い帽子や薄手の長袖を着用する。
☆日焼け止めを塗る。

大人用の日焼け止めは刺激が強いので、せっけんやお湯で落ちる子ども用で無添加のものを選びまし
ょう。肌のこすれや汗で落ちてしまうので、２～３時間おきに塗り直すと効果があります。腕の内側
に少量塗り、赤くならないか確認してから使用しましょう。

～日常生活に取り入れやすい紫外線対策～～日常生活に取り入れやすい紫外線対策～～日常生活に取り入れやすい紫外線対策～
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新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）

■問合せ
中央公民館図書室☎０２９－８８５－８４４２

■インターネット蔵書検索
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/
miholib/webopac/index.do

図書室便り図書室便り

お話し会

【６月】日時 ６月１５日（土）午前１１時～
　　　　会場 中央公民館１階　創作室
【７月】日時 ７月２０日（土）午前１１時～
　　　　会場 中央公民館１階　ロビー

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加すると、ちょっとしたプレゼン
トがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加すると、ちょっとしたプレゼン
トがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

蔵書点検による休室のお知らせ蔵書点検による休室のお知らせ

■休室期間　６月２５日（火）～７月２日（火）■休室期間 ６月２５日（火）～７月２日（火）
・返却ポストは休室期間中もご利用できます。
・ＤＶＤ、雑誌、紙芝居、大型絵本については、
　７月３日（水）以降に図書室カウンターにご返却
　ください。返却ポストによる返却はできません。

・返却ポストは休室期間中もご利用できます。
・ＤＶＤ、雑誌、紙芝居、大型絵本については、
　７月３日（水）以降に図書室カウンターにご返却
　ください。返却ポストによる返却はできません。

蔵書点検の期間中は図書室・閲覧室の利用ができ
ません。皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

蔵書点検の期間中は図書室・閲覧室の利用ができ
ません。皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

※開始日時までの待機中は整列にご協力ください。
また、開始時間以前のご来館はお控えください。

※開始日時までの待機中は整列にご協力ください。
また、開始時間以前のご来館はお控えください。

・配布本がなくなり次第一時終了いたします（配
　布は期間外も実施しております）。
・お一人様何冊でもお持ち帰りいただけます。
・お持ち帰りいただいた本は返却できません。ご
　自宅でお楽しみください。

・配布本がなくなり次第一時終了いたします（配
　布は期間外も実施しております）。
・お一人様何冊でもお持ち帰りいただけます。
・お持ち帰りいただいた本は返却できません。ご
　自宅でお楽しみください。

資源の有効活用を図ることを目的として、古くな
り利用されなくなった本を皆さまに無償でお譲り
します。

資源の有効活用を図ることを目的として、古くな
り利用されなくなった本を皆さまに無償でお譲り
します。

本のリサイクルを行います本のリサイクルを行います

■日時　６月２５日（火）午前１０時から
■会場　中央公民館　図書室前廊下
■日時 ６月２５日（火）午前１０時から
■会場 中央公民館　図書室前廊下

　

特別貸出を実施しています特別貸出を実施しています
■日時　６月２３日（日）まで
■借りられる数
・本・雑誌・紙芝居　無制限
・ビデオ　５点　・ＤＶＤ　１点

■返却期限日：貸出日から３週間後
　※相互貸借で借りた資料については、貸出日から
　　２週間後となります。ご了承ください。

■日時 ６月２３日（日）まで
■借りられる数
・本・雑誌・紙芝居　無制限
・ビデオ　５点　・ＤＶＤ　１点

■返却期限日：貸出日から３週間後
※相互貸借で借りた資料については、貸出日から

　　２週間後となります。ご了承ください。

延長延長延長

延長延長延長

お話し会お話し会お話し会

休休休

休休休

休休休

休休休

休休休 休休休

休休休

休休休

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２８ ２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土
７月７月

休室日：毎週月曜日・祝日・毎月最終火曜日
図書室カレンダー図書室カレンダー

休休休

休休休休休休

休休休

休休休

休休休休休休

延長延長延長 お話し会お話し会お話し会

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

日 月 火 水 木 金 土
６月６月

２３
３０ 休休休休休休休休休

督促発布

財産調査

財産差押え

換　価

配　当

滞納処分の手続の流れ

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

《不動産公売》公告件数２件
売却件数１件
換価金額１００，０００円

《債権差押え》件数３１５件
差押金額３３，２４７，７０７円
取立金額２２，１６３，８１２円

※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、
　　　　売掛金、年金、所得税還付金等

《不動産差押え》９件
《不動産参加差押え》０件
《競売事件等に対する交付要求》 ２９件

■問合せ　収納課☎０２９－８８５－０３４０

～納税の公平性を保つために～
財産の差押えを実施しています
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▷対象者の方には、１か月前に
　通知を郵送いたします。

７月２２日（月）

７月２９日（月）

２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９

▼　自分の体型チェックに便利！　▼
体格指数（ＢＭＩ：Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ）

適正体重や減塩、
気にしていますか？
適正体重や減塩、
気にしていますか？

６月は食育月間です

体重減体重増

詳しくは、スマート・ライフ・プロジェクト（厚生労働省ＨＰ）
https://www.smartlife.mhlw.go.jp/

　

梅
雨
時
期
を
控
え
、
こ
れ
か
ら

大
雨
や
長
雨
に
よ
る
水
害
や
土
砂

災
害
が
発
生
し
や
す
い
時
期
を
迎

え
ま
す
。
大
雨
・
土
砂
災
害
対
策

に
は
『
事
前
対
策
』
と
『
情
報
収

集
』
が
大
切
で
す
。
今
号
と
次
号

の
２
回
に
分
け
て
連
載
し
ま
す
。

①
家
の
周
り
の
点
検
整
備

・
雨
戸
や
瓦
が
痛
ん
だ
り
し
て
い

な
い
か
を
確
認

・
自
宅
の
雨
ど
い
や
、
周
囲
の
排

水
溝
が
詰
ま
っ
て
い
な
い
か
を

確
認

②
避
難
所
や
避
難
経
路
の
確
認

・
自
分
の
避
難
所
を
確
認

・
そ
の
避
難
所
へ
安
全
に
避
難
で

き
る
経
路
を
事
前
に
確
認

③
非
常
食
や
持
ち
出
し
品
の
準
備

・
調
理
に
手
間
が
か
か
ら
な
い
非

常
食
を
選
び
ま
し
ょ
う

・
ご
自
身
で
運
べ
る
量
に
し
ま
し

ょ
う

　

詳
し
く
は
、『
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ

イ
ン
美
浦
村
』
で
検
索
を
お
願
い

し
ま
す
。
（
第
６０
回
・
終
わ
り
）

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報　
６０

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報
６０

水
害
に
備
え
る
①
（
事
前
対
策
編
）

水
害
に
備
え
る
①
（
事
前
対
策
編
）

◇
募
集
職
種
／
人
数

　

保
健
師
／
１
名

◇
応
募
資
格　

昭
和
５９
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
保

健
師
免
許
を
有
す
る
方

◇
任
用
期
間　

令
和
６
年
８
月
１

日
〜
令
和
７
年
３
月
３１
日

◇
勤
務
日
数
お
よ
び
時
間　

週
５

日
・
１
日
７
時
間
４５
分

※

勤
務
開
始
日
及
び
勤
務
日
数
に

関
し
て
は
相
談
に
応
じ
ま
す
。

◇
勤
務
内
容　

保
健
セ
ン
タ
ー
事

業
に
お
け
る
相
談
支
援
業
務
全

般 会
計
年
度
任
用
職
員

（
保
健
師
）募
集 お知らせお知らせ

公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。
公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。

◇
休
暇
等　

規
則
に
基
づ
き
、
年

次
休
暇
を
付
与

◇
選
考
方
法　

書
類
選
考
お
よ
び

面
接
選
考

◇
申
込
方
法　

美
浦
村
役
場
総
務

課
に
持
参
も
し
く
は
郵
送

▼
郵
送
先　

〒
３
０
０

－
０
４
９

２
美
浦
村
大
字
受
領
１
５
１
５

番
地

美
浦
村
役
場
総
務
部
総

務
課
人
事
給
与
係

◇
受
付
期
間　

６
月
１
日
〜
７
月

３１
日
必
着
（※

た
だ
し
、
募
集

状
況
に
よ
り
期
間
延
長
あ
り
。）

　

平
日
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５

時
１５
分
（
土
日
祝
日
は
受
付
け

て
お
り
ま
せ
ん
。）

◇
提
出
書
類

・
美
浦
村
会
計
年
度
任
用
職
員
登

録
申
込
書

・
資
格
を
有
す
る
書
類
（
保
健
師

免
許
証
）
の
写
し

◇
問
合
せ

▼
申
込
に
つ
い
て　

役
場
総
務
課

　

☎
０
２
９

－

８
８
５

－

０
３
４

０
▼
勤
務
内
容
に
つ
い
て
健
康
増

進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
☎
０

２
９

－

８
８
５

－

１
８
８
９

◇
勤
務
場
所　

美
浦
村
保
健
セ
ン

タ
ー
（
受
領
１
５
４
６

－

１
）

◇
給
与
お
よ
び
手
当
等

▼
給
与

月
給
１９
万
６
２
０
０
円
〜

▼
手
当
等　

期
末
・
勤
勉
手
当

（
任
用
期
間
が
６
月
以
上
で
、週

の
勤
務
時
間
が
１５
時
間
３０
分
以

上
と
な
る
職
員
が
支
給
対
象
。

１２
月
支
給
）・
通
勤
手
当
・
時
間

外
勤
務
手
当

※

美
浦
村
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
に
基
づ
き
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
日　

当
月
２１
日
（
土
日
祝

日
の
場
合
、
直
前
の
金
融
機
関

営
業
日
）

◇
社
会
保
険
料
・
雇
用
保
険
料
等

　

加
入
あ
り

（広告欄）

詳細は村ホームページをご覧になるか
役場総務課までお問合せください。

１枠４，５００円～（先着）
※ページ構成上募集がない月もあります。

広報みほに広告を掲載しませんか

「
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」を

活
用
し
て
、
各
家
庭
に
あ
っ
た

避
難
計
画
を
た
て
ま
し
ょ
う

「
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」を

活
用
し
て
、
各
家
庭
に
あ
っ
た

避
難
計
画
を
た
て
ま
し
ょ
う
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（広告欄）

◇
内
容　

シ
ル
バ
ー
リ
ハ
ビ
リ
体

操
、
栄
養
士
の
講
話
（
食
中
毒

に
つ
い
て
）、レ
イ
を
作
ろ
う
、

　

個
別
相
談
会

◇
参
加
費　

無
料

◇
定
員　

先
着
１５
名

◇
申
込
・
問
合
せ　

美
浦
村
社
会

福
祉
協
議
会
☎
０
２
９

－

８
８

５

－

０
０
３
８

◇
主
催　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
推

進
す
る
会

　

ゴ
ル
フ
に
お
け
る
エ
チ
ケ
ッ
ト
、

マ
ナ
ー
、
ル
ー
ル
お
よ
び
プ
レ
イ

技
術
の
学
び
を
通
し
て
、
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
で
あ
る
ゴ
ル
フ
競
技
の
楽

し
さ
を
体
感
し
ま
し
ょ
う
。

　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
と
は
、
認
知

症
の
人
や
そ
の
家
族
、
専
門
職
や

地
域
住
民
が
お
互
い
に
交
流
し
た

り
、
情
報
交
換
を
し
た
り
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
る
カ

フ
ェ
の
こ
と
で
す
。

　

息
抜
き
が
で
き
た
り
、
相
談
す

る
こ
と
で
気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た

り
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。（
要
予
約
）

◇
日
時　

６
月
２８
日（
金
）午
後
１

時
３０
分
〜
３
時
（
受
付
午
後
１

時
〜
）

◇
場
所　

美
浦
村
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
木
原
１
５
０

－

２
）

◇
期
日　

８
月
、
９
月
の
火
・
水

曜
日※

全
１２
回

▼
開
講
日　

８
月
６
日（
火
）

◇
時
間　

午
後
５
時
３０
分
〜
（
１

レ
ッ
ス
ン
９０
分
）※

最
終
回
は

ハ
ー
フ
ラ
ウ
ン
ド
の
予
定
で
す
。

◇
会
場　

美
浦
ゴ
ル
フ
練
習
場

　
「
打
ち
っ
ぱ
」（
興
津
１
０
７
７

－

１
）

◇
対
象
者　

村
内
在
住
・
在
勤
の

成
人
者

◇
募
集
人
数　

７
名
（
定
員
に
な

り
次
第
締
切
）※

最
小
催
行
人

数
３
名

◇
受
講
料　

３
０
０
０
円※

開
講

日
に
徴
収（
別
途
練
習
ボ
ー
ル

代
、
ラ
ウ
ン
ド
代
等
が
必
要
と

な
り
ま
す
。）

◇
申
込
期
間　

７
月
２
日（
火
）〜

１４
日（
日
）※

月
曜
日
は
休
館

◇
申
込
方
法　

生
涯
学
習
課
（
中

央
公
民
館
内
）
窓
口
へ
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ　

生
涯
学
習
課
（
中
央

公
民
館
内
）
☎
０
２
９

－

８
８

５

－

４
４
５
１

　

令
和
６
年
度
茨
城
県
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
「
団
体
競
技
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
競
技
」
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。

　

申
込
方
法
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
県
障
害
福
祉
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w
w
.pref.ibara

ki.jp/hokenfukushi/shofuk
u/7-3.htm

l

）に
掲
載
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
の
う
え
役
場
福
祉
介

護
課
、
施
設
、
学
校
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
期
間　

６
月
３
日（
月
）〜

７
月
１０
日（
水
）

◇
問
合
せ　

茨
城
県
障
害
者
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
協
会
☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
３
７
５
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

　

０
２
９

－

３
０
１

－

３
３
７
８

今
年
も
美
浦
村
花
い
っ
ぱ
い
事

業
の
一
環
と
し
て
、
大
好
き
美
浦

村
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
協
議
会
（
松

本
政
幸
代
表
）
で
は
、
村
内
に
ス

イ
セ
ン
の
球
根
植
栽
を
計
画
し
て

い
ま
す
。
ス
イ
セ
ン
の
球
根
を
お

分
け
い
た
だ
け
る
方
は
、
役
場
企

画
財
政
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
量
が
多
い
場
合
に
は
、

引
き
取
り
に
も
伺
い
ま
す
の
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
募
集
期
間　

６
月
３
日（
月
）〜

２１
日（
金
）

◇
問
合
せ　

役
場
企
画
財
政
課

ゴ
ル
フ
教
室

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

（
認
知
症
カ
フ
ェ
）

ス
イ
セ
ン
の
球
根
を

お
分
け
く
だ
さ
い

◇
場
所

美
浦
村
老

タ
ー
（
木
原
１
５

　内閣府男女共同参画局では、男性と
女性が性別による役割分担意識にとら
われず、職場・学校・地域・家庭など
で、それぞれの個性と能力を十分に発
揮し、あらゆる分野で活躍できる「男
女共同参画社会」の実現を目指し、取
組を行っています。
　皆さんもこの機会に職場や家庭での
男女共同参画社会について考えてみま
せんか。

内閣府男女共同参画局では、男性と
女性が性別による役割分担意識にとら
われず、職場・学校・地域・家庭など
で、それぞれの個性と能力を十分に発
揮し、あらゆる分野で活躍できる「男
女共同参画社会」の実現を目指し、取
組を行っています。
　皆さんもこの機会に職場や家庭での
男女共同参画社会について考えてみま
せんか。

６月２３日から２９日は
男女共同参画週間です
６月２３日から２９日は

男女共同参画週間です

検診内容・対象者・自己負担額

平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれ
昭和５８年４月２日～昭和５９年４月１日生まれ

個別検診・・・指定医療機関で、都合の良い日に受診することができます

・自覚症状がある場合は、検診を待たずに医療機関での診察を受けてください。
・検診の結果「要精密検査」と判定された場合、必ず精密検査を受けてください。
・集団検診を希望され、検診会場まで交通手段のない方は、村のデマンド乗合いタクシー（平日のみ運
行）を無料で利用することができます。初めてデマンド乗合いタクシーを利用する方は、事前に会員
登録（有料）が必要です。

　会員登録申込・問合せ：役場福祉介護課　☎０２９－８８５－０３４０
　デマンド乗合いタクシー予約：予約受付センター　☎０２９－８９１－５４５４
・お子さまの託児を希望される方は、ファミリーサポートセンターをご利用ください。（有料）
　ファミリーサポートセンターに関する問合せ：美浦村子育て支援センター　☎０２９－８８５－６５１１

16広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号



■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診婦人科（乳がん・子宮頸がん）検診
骨粗しょう症検診を受けましょう骨粗しょう症検診を受けましょう

午前９時３０分～１１時２０分 午後１時～２時５０分
１０月２９日（火）

集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります集団検診・・・完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります

１０月3日（木）
１０月4日（金）
１０月6日（日）
１０月7日（月）
１０月８日（火）
１１月１５日（金）
１１月１７日（日）

１０月２日（水）

乳がん・骨粗しょう症

乳がん
乳がん

乳がん
午前１０時～１０時３０分 午後０時３０分～１時２０分

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

乳がん・子宮頸がん

乳がん・子宮頸がん
乳がん・子宮頸がん

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症乳がん・骨粗しょう症

骨粗しょう症骨粗しょう症

郵送で申込みをする郵送で申込みをする郵送で申込みをする 抽選結果が届く（９月上旬予定）抽選結果が届く（９月上旬予定）抽選結果が届く（９月上旬予定）

（広告欄）

◇
対
象
者　

健
康
な
歯
を
保
た
れ

て
い
る
母
子
、
父
子

・
満
３
歳
か
ら
６
歳
（
平
成
３０
年

４
月
２
日
か
ら
令
和
３
年
４
月

１
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
未

就
学
の
幼
児
）
の
お
子
さ
ん
と

母
親
ま
た
は
父
親

※

本
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
歴
が
あ

る
親
子
の
再
応
募
は
で
き
ま
せ

ん
。
な
お
、
茨
城
県
歯
科
医
師

会
で
は「
脱
タ
バ
コ
宣
言
」を
行

い
、
タ
バ
コ
対
策
を
積
極
的
に

推
進
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
喫

煙
習
慣
の
あ
る
親
は
対
象
外
と

し
ま
す
。

◇
応
募
方
法　

親
子
の
氏
名
（
ふ

り
が
な
）、生
年
月
日
、
郵
便
番

号
、
住
所
、
電
話
番
号
、
か
か

り
つ
け
歯
科
医
院
ま
た
は
最
寄

り
の
歯
科
医
院
名
、
歯
科
医
院

の
電
話
番
号
を
記
入
し
、
ハ
ガ

キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
込
み

下
さ
い
。
申
し
込
ま
れ
た
方
に

は
口
腔
診
査
票
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
歯
科
医
院
（
歯
科
医
師

会
会
員
の
歯
科
医
院
）
で
口
腔

診
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

口
腔
診
査
は
、
歯
科
医
師
会
会

員
の
歯
科
医
院
で
無
料
で
受
け

ら
れ
ま
す
。

※

歯
科
医
院
の
診
査
の
際
、
親
子

の
顔
写
真
（
前
歯
が
見
え
て
い

る
笑
顔
の
写
真
）
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

◇
募
集
期
限　

７
月
１９
日（
金
）必

着

※

お
申
込
み
い
た
だ
い
た
後
に
歯

科
医
院
で
口
腔
診
査
を
お
受
け

い
た
だ
く
期
間
は
８
月
２
日
ま

で
で
す
。

◇
入
賞
者

１０
名
程
度
を
選
出

◇
表
彰　

１１
月
１０
日（
日
）茨
城
県

歯
科
医
師
会
館
に
て
開
催
す
る

「
第
３０
回
茨
城
県
民
歯
科
保
健

大
会
」
に
て
表
彰
し
ま
す
。

◇
申
込
・
問
合
せ　

茨
城
県
歯
科

医
師
会
８
０
２
０
事
業
係
（
〒

３
１
０

－
０
９
１
１
水
戸
市
見

和
２

－
２
９
２

－

１
）
☎
０
２

９
－

２
５
２

－

２
５
６
１
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
：
０
２
９

－

２
５
３

－

１

０
７
５

◇
対
象
者　

昭
和
１９
年
３
月
３１
日

以
前
生
ま
れ（
８０
才
以
上
）で
、

　

ご
自
分
の
歯
を
２０
本
以
上
保
っ

て
い
る
方
（
治
療
さ
れ
て
い
て

も
構
い
ま
せ
ん
。）

※

本
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
歴
が
あ

る
方
の
再
応
募
は
ご
遠
慮
願
い

ま
す
。

◇
応
募
方
法　

氏
名
（
ふ
り
が

な
）、性
別
、
生
年
月
日
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、
か

か
り
つ
け
歯
科
医
院
ま
た
は
最

寄
り
の
歯
科
医
院
名
、
歯
科
医

院
の
電
話
番
号
を
記
入
し
、
ハ

ガ
キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
込

み
下
さ
い
。
申
し
込
ま
れ
た
方

に
は
口
腔
診
査
票
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
歯
科
医
院
（
歯
科
医

師
会
会
員
の
歯
科
医
院
）
で
口

腔
診
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

口
腔
診
査
は
、
歯
科
医
師
会
会

員
の
歯
科
医
院
で
無
料
で
受
け

ら
れ
ま
す
。

※

歯
科
医
院
の
診
査
の
際
、
日
常

の
笑
顔
な
ど
の
写
真
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

◇
募
集
期
限　

７
月
１９
日（
金
）必

着
※

お
申
込
み
い
た
だ
い
た
後
に
歯

科
医
院
で
口
腔
診
査
を
お
受
け

い
た
だ
く
期
間
は
８
月
２
日
ま

で
で
す
。

◇
入
賞
者

１０
名
程
度
を
選
出

◇
表
彰　

１１
月
１０
日（
日
）茨
城
県

歯
科
医
師
会
館
に
て
開
催
す
る

「
第
３０
回
茨
城
県
民
歯
科
保
健

大
会
」
に
て
表
彰
し
ま
す
。

◇
申
込
・
問
合
せ　

茨
城
県
歯
科

医
師
会
８
０
２
０
事
業
係
（
〒

３
１
０

－

０
９
１
１
水
戸
市
見

和
２

－

２
９
２

－

１
）
☎
０
２

９

－

２
５
２

－

２
５
６
１
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
：
０
２
９

－

２
５
３

－

１

０
７
５

稲
敷
地
区
交
通
安
全
協
会
に
て
、

優
良
運
転
者
表
彰
の
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

◇
受
付
期
間

６
月
３
日（
月
）〜

６
月
２８
日（
金
）午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
５
時
１５
分

◇
申
請
資
格

・
普
通
運
転
免
許
証
を
所
持
し
、

　

稲
敷
地
区
交
通
安
全
協
会
に
５

年
以
上
入
会
し
て
い
る
方
（
原

付
免
許
の
み
の
方
は
電
話
で
事

務
局
ヘ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。）

・
過
去
５
年
以
上
無
事
故
無
違
反

の
運
転
者

・
職
業
、
自
家
用
問
わ
ず
常
時
運

転
し
て
い
る
方

◇
申
請
方
法　

稲
敷
警
察
署
内
の

協
会
事
務
局
へ
必
ず
ご
本
人
が

申
請
に
来
て
く
だ
さ
い
。

◇
持
参
す
る
も
の　

運
転
免
許
証
、

印
鑑

◇
問
合
せ　

稲
敷
地
区
交
通
安
全

協
会
事
務
局
☎
０
２
９

－

８
９

２

－

２
５
０
１

優
良
運
転
者
表
彰
の

申
請
受
付
の
ご
案
内

８
０
２
０
高
齢
者
よ

い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

親
と
子
の
よ
い
歯
の

コ
ン
ク
ー
ル
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　「美浦の米うまっ！」「メインのおかずではな
いけど、お昼ご飯に食べた白米がメイン並みに
美味しかったので、お土産サイズでほしい」「冷
めてても水分が多くてパサパサしてない」県外
から来た友人達に美浦村の白米を食べてもらう
と、みんな口を揃えて言い、美浦のお米の美味
しさに感動していました。私も美浦に来て白米
のおいしさと炊き立て時の輝きに驚きました。
　ですが、なんでこんなに美味しいの？と聞か
れても、私自身これまでしっかり答えることが
できずにいたので、今回色んな人に教えてもら
いました。

　多く出た回答が「砂が混じってるからうまい
んだ〜」という声です。
　砂といえば、やはり霞ケ浦が関係するのです
かね。地域によって土壌特性は異なるかと思い
ますが、土壌に砂が混じることで排水性や通気
性を良くしたり、病害虫抑制や温度管理などに
影響を及ぼします。それが美味しい米が生産さ
れる理由の一つかもしれませんが、その砂の含
有率が自然と丁度良いのでしょうか。

　いずれにせよ「うちの米が一番美味しい！」
と皆さんから教えていただきました。美浦の米
が美味しい一番の理由は、生産者さんが真心込
めて作っているからですね！！
　ちなみに、「美浦の米はどこも美味しいけど、
特に美味しいと言われている地域もあって、そ
れが地域の名前と結びついているのかもしれな
い。」という話もありました。米の食べ比べや地
域の名前の由来を知るのも面白いな、と思った
発見です。

美浦のいま「お米」

地域おこし協力隊通信 地域おこし協力隊通信 Vol.２

■問合せ・申請先　総務課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４・２０５

▲

申請方法　
　必要書類を揃えて、申請期間内に役場総務課にご提出してください。
　※詳細については個別に説明しますので、村ホームページをご覧いただくか、役場総務課にお問合わせください。

◎助成上限額は？
・夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の場合は上限６０万円
・上記以外の場合は上限３０万円

◎主な要件は？
・令和６年１月１日から令和７年３月３１日までの間
　に、婚姻届を提出し受理されている
・美浦村に居住又は、転入・転居の届出をしている
・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下である
・夫婦の所得額の合計が５００万円未満である
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から返済
　額控除できます。

◎対象経費となる経費は？
・新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
・新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用
（賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料）
※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている
　場合は、当該手当分を除きます。
・婚姻に伴う引越しに要した費用　
・

令和６年度美浦村結婚新生活支援事業令和６年度美浦村結婚新生活支援事業令和６年度美浦村結婚新生活支援事業
新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住居費や引っ越し費用の一部を補助します

→田植え直後の霞ケ浦
沿いの夕陽が映る田園
風景

←田植えの手伝いで
少しだけ植えさせても
らいました

（広告欄）

　

事
故
や
転
落
に
よ
る
頭
部
外
傷

や
、
脳
卒
中
等
の
病
気
で
倒
れ
た

後
に
「
新
し
い
こ
と
が
覚
え
ら
れ

な
い
」「
人
が
変
わ
っ
た
」「
今
ま

で
と
違
う
」
等
感
じ
た
ら
、
高
次

脳
機
能
障
害
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
次
脳
機
能
障
害
は
外
見
か
ら

は
わ
か
り
づ
ら
く
、
周
り
か
ら
見

過
ご
さ
れ
た
り
、
本
人
も
気
づ
か

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
茨
城
県

高
次
脳
機
能
障
害
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
専
任
の
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る
相
談
を
お
こ
な
っ
て

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ　

茨
城
県
高
次
脳
機
能

障
害
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
９

－

８
８
７

－

２
６
０
５（
平
日

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.p

ref.ibaraki.jp/hokenfuku
shi/riha/sodan/kojino/

）

　
「
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て

貸
し
て
ほ
し
い
」、「
良
い
土
で
土

地
を
埋
め
立
て
て
あ
げ
ま
す
」な

ど
と
、
う
ま
い
話
を
持
ち
か
け
ら

れ
、
安
易
に
同
意
し
て
し
ま
っ
た

結
果
、
廃
棄
物
を
不
法
投
棄
さ
れ

た
り
、
無
許
可
で
建
設
残
土
を
埋

め
立
て
ら
れ
た
り
す
る
事
例
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
、
不
適
正
な
残
土
埋

立
て
や
、
野
焼
き
を
発
見
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま

で
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。　
　

《
不
法
投
棄
１
１
０
番
》

☎
０
１
２
０

－

５
３
６

－

３
８
０

（
い
つ
も
み
ん
な
で

　
　
　
　
　

む
ら
な
く
み
は
れ
）

◇
問
合
せ　

茨
城
県
廃
棄
物
規
制

課
☎
０
２
９

－

３
０
１

－
３
０

３
５

〔
美
浦
村
へ
〕

○
昭
和
２９
年
大
谷
小
学
校
卒
業
生

一
同
様　

２
万
１
３
０
０
円

〔
社
会
福
祉
協
議
会
へ
〕

○
日
本
テ
キ
サ
ス
・
イ
ン
ス
ツ
ル

メ
ン
ツ
合
同
会
社
様　

食
料
品

〇
匿
名
２
件　

使
用
済
切
手

〔
善
意
銀
行
へ
〕

〇
る
・
ぱ
る
く
様（
村
内
募
金
箱
）

９
４
４
８
円

〇
片
岡
隆
治
様　

８
０
０
０
円

〇
匿
名　

２
８
９
５
円

◎
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

善
意

高
次
脳
機
能
障
害

支
援
相
談

あ
な
た
の
土
地
が

狙
わ
れ
て
い
ま
す
！

◆問合せ　水戸地方法務局土浦支局☎０２９－８２１－０７９２

全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年６月１日を「人権
擁護委員の日」と定め、人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間人で、地域の皆さんからの
人権相談を受け、解決のお手伝いをしたり、人権侵犯の被害者を救済したり、地域住民の皆さんに
人権について関心を持ってもらえるような様々な啓発活動を行っています。
現在、約１万４，０００名の人権擁護委員が全国の各市町村に配置されています。

全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年６月１日を「人権
擁護委員の日」と定め、人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間人で、地域の皆さんからの
人権相談を受け、解決のお手伝いをしたり、人権侵犯の被害者を救済したり、地域住民の皆さんに
人権について関心を持ってもらえるような様々な啓発活動を行っています。
現在、約１万４，０００名の人権擁護委員が全国の各市町村に配置されています。

６月１日は　　　　　　　　　　　　　　　です人権擁護委員の日

人権で困ったことがあれば、一人で悩まずにご相談ください

開設日／相談時間
①②③…平日
午前８時３０分から
午後５時１５分まで
④…２４時間

開設日／相談時間
①②③…平日
午前８時３０分から
午後５時１５分まで
④…２４時間

さなざまな人権問題に関する相談
みんなの人権１１０番
☎０５７０－００３－１１０

①

セクハラ・家庭内暴力など女性の人権相談
女性の人権ホットライン
☎０５７０－０７０－８１０

③

いじめ・虐待など子どもの人権相談
子どもの人権１１０番
☎０１２０－００７－１１０

②

さなざまな人権問題に関するインターネット相談
インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/

④
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■総務課・広報係
　☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

長・副区長会議および区長会総会開催

◎令和６年度　区長会役員（敬称略）
　会　長　松浦　幸信（花見塚）
　副会長　松本　優　（山内）
　　　　　船串　邦男（余郷）
　　　　　宇津木秀光（大須賀津）

文体験の日開催

小峯健治さんが瑞宝小綬章受章

松浦幸信会長

区長・副区長任命書交付の様子

放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス

☎０２９－８８５－００１０☎０２９－８８５－００１０

災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

美浦村防災メール

公共機関等お問合せ一覧
美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文 化 財 セ ン タ ー
光 と 風 の 丘 公 園
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
大谷時計台児童館
木 原 城 山 児 童 館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社 会 福 祉 協 議 会
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

☎０２９－８８５－０３４０
☎０２９－８８５－６５１１
同上プラザ内
☎０２９－８８５－４４５１
☎０２９－８８５－８４４２
☎０２９－８８６－０２９１
☎０２９－８８５－６７１１
☎０２９－８８５－１８８９
☎０２９－８８５－０７２０
☎０２９－８８５－０５９７
☎０２９－８８５－１０６４
☎０２９－８８５－１５４９
☎０２９－８８５－４４８８
☎０２９－８８５－００３８
☎０２９－８８５－８８８５
☎０２９－８８５－７０８０
☎０２９－８８６－０００７
☎０２９－８８５－７１４１
☎０２９－８８５－２２５０

各種相談

平日、住民課窓口に来られない方へ
◎住民課窓口時間延長

毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。

▼６月・７月の実施日 ６月１２日・２６日、７月１０日・２４日

▼取扱業務　各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、

　電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）

事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。

※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◎マイナンバーカードの休日交付申請サポート（電話予約）
村内在住の方を対象に、写真撮影から申請をサポートします。

▼６月・７月の実施日時　６月９日（日）・７月１４日（日）
　午前８時３０分～午後０時３０分
※出来上がったマイナンバーカードは原則郵送します。
※初めての申請の方は、無料で発行できます。　
◇問合せ　役場住民課

みんなの人権
１１０番

子どもの人権
１１０番

☎０５７０－００３－１１０
さまざまな人権問題に関する相談

※平日午前８時３０分～午後５時１５分

※平日午前８時３０分～午後５時１５分

※平日午前８時３０分～午後５時１５分

☎０１２０－００７－１１０
いじめ・虐待など子どもの人権相談（通話無料）

女性の人権
ホットライン ☎０５７０－０７０－８１０

セクハラ・家庭内暴力など女性の人権相談

インターネット
人権相談 https://www.jinken.go.jp/

様々な人権問題に関するインターネット人権相談

個別健康
サポート相談

（要予約）

健康づくりについてお気軽にご相談ください。
日時 ６月５日（水）、７月１０日（水）
　　　午前９時３０分～※一人１時間程度
申込・会場 保健センター☎０２９－８８５－１８８９

障がい者
相談

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

（予約不要）
日時 ６月１７日（月）、７月８日（月）
　　　午後１時～３時
会場 みほふれ愛プラザ

行政相談 国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

（予約不要）
日時 ６月２８日（金）午前１０時～正午
会場 役場１階会議室

ＦＡＸ

教育相談

学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

▼電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日※祝日を除く
　　　　　午前９時～午後５時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ ０２９－８８５－７７８８

美浦村教育相談
センター

弁護士による
法律相談（要予約）

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
         ※平日午後８時３０分～午後５時１５分
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０

美浦村社会福祉
協議会主催

日時　７月２２日（月）午後１時３０分～４時

心配ごと相談
（要予約）

日時 ７月１日（月）、１６日（火）
　　　午後１時～３時

※７月１日（月）午前８時３０分より申込受付

６月の納税

住宅用火災警報器を
設置しましょう！

設置義務です！設置義務です！設置義務です！設置義務です！

納期限は７月１日（月）です。
（１期）村 県 民 税
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（広告欄）広告に関する一切の責任は各広告主に帰属し、村がその内容について推奨等をするものではありません。

令和６年度

「みほ文化講座」「美浦ゼミ」講師募集
令和６年度

「みほ文化講座」「美浦ゼミ」講師募集

中央公民館では、令和６年度後期に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集し
ます。原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。
中央公民館では、令和６年度後期に行う「みほ文化講座」と「美浦ゼミ」の講師を募集し
ます。原則として、村内に居住または勤務する２０歳以上の方ならどなたでも応募できます。

■申込･問合せ　生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１■申込･問合せ 生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１

みほ文化講座みほ文化講座
自分の知識や特徴を生かし、他の人にも伝え
たい方が講師となり開設する講座で、役場生
涯学習課が企画し、支援するものです。
◇回数　１０回以内
◇謝金　１開催日につき７，０００円

自分の知識や特徴を生かし、他の人にも伝え
たい方が講師となり開設する講座で、役場生
涯学習課が企画し、支援するものです。
◇回数 １０回以内
◇謝金 １開催日につき７，０００円

美 浦 ゼ ミ美 浦 ゼ ミ
村民が自ら企画提案し、講師となり実施する
学習会です。
◇回数　５回程度
※同一年度内で１講師１企画までとします。
◇謝金　１開催日につき３，０００円
※ただし、講師が無償で美浦ゼミを行う場
合は、この限りでない。

村民が自ら企画提案し、講師となり実施する
学習会です。
◇回数　５回程度
※同一年度内で１講師１企画までとします。
◇謝金 １開催日につき３，０００円
※ただし、講師が無償で美浦ゼミを行う場
合は、この限りでない。

後期後期

みほ

《写真》
縄文土器づくりに夢中！
（５／３　文化財センター「縄文体験の日」にて）
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■テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が以下の項目に
該当するものは除きます。

　①　特定の政党や宗教の宣伝目的
　②　特定の企業や団体の宣伝または営利目的
　③　①②以外で村教育委員会が不適当と認めるもの

■期間
　令和６年１０月～令和７年３月末日
■会場　　　　
　美浦村中央公民館、木原多目的集会施設、安中多目的研修集会施設（各部屋）
■募集締切
　６月１４日（金）
※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募いただいた内容等を協議検討し、開設講座を選定し、７月中旬にご連絡いたします。

■テーマ
　生涯学習に関することなら、原則としてすべて可能です。ただし、内容が以下の項目に
該当するものは除きます。
①　特定の政党や宗教の宣伝目的
②　特定の企業や団体の宣伝または営利目的
③　①②以外で村教育委員会が不適当と認めるもの

■期間
　令和６年１０月～令和７年３月末日
■会場　　　　
　美浦村中央公民館、木原多目的集会施設、安中多目的研修集会施設（各部屋）
■募集締切
６月１４日（金）

※応募用紙は中央公民館に用意してあります。
※応募いただいた内容等を協議検討し、開設講座を選定し、７月中旬にご連絡いたします。


